
地域包括支援センターが行う主な業務

介護認定を受けていない方で、介護を要

する状態になるおそれの高い方の介護予

防プランを作成し、介護予防のお手伝いを

します

生活のなかでの悩みや相談を受けて、介

護保険だけではなく、さまざまな制度を活

用し、地域との連携により支援を行ってい

きます

財産管理や契約等に関することに不安

があるときに、成年後見制度の申し立て等

の制度説明や手続きの支援をしていきま

す

また、高齢者虐待の早期発見・保護、消

費者被害への対応や相談を受け、高齢者の

権利を守ります

要支援１・２に認定された方および基本

チェックリストにより生活機能の低下が

認められた方（事業対象者）に対し、介護

保険の予防サービスの適切な利用、サービ

スの利用計画作成や関係機関との連絡調

整を行います

地域のケアマネジャーの資質向上を図

り円滑に仕事が進められるように支援し

ます

また、高齢者の方々が住みなれた地域で

暮らし続けられるよう、医療機関を含め、

さまざまな関係機関とのネットワーク作

りを行っていきます

高齢者の方々が地域で暮らし続けるためには、「介護保険の対象となった場合」、

「医療の対象となった場合」、「在宅の場合」、「施設に入所した場合」というよう

に、その方の状態に合わせてさまざまな支え合い・たすけ合いが必要となります。

地域包括支援センターは、一人ひとりの高齢者が住み慣れた地域で、いつまでもそ

の人らしい生活を送ることができるよう相談を受け、高齢者自身の努力とともに、介

護・福祉・健康・医療など地域におけるさまざまな資源を活用し、必要な支援を行い

ます。

いつまでも健やかに生活していけるよう、地域包括支援センター(平日 8 時 30 分～

17 時 15 分 )をご利用ください。業務時間外 (平日業務時間外や土日祝日、年末年始 )は下

記問い合わせの在宅介護支援センターをご利用ください。

・介護予防の普及啓発(老人クラブやふれあいいき

いきサロンへの健康相談や介護予防活動の紹介)

・家族介護教室、認知症予防普及啓発講演会、認知

症サポーター養成講座の開催

・高齢者見守りサービス利用に関わる助成

お問い合わせ

住 所 ：大網白里市大網１１５－２

（市役所高齢者支援課内）

電 話 ：０４７５－７０－０４３９

ＦＡＸ ：０４７５－７０－１０９３

E-mail ：korei@city.oamishirasato.lg.jp

地域包括支援センターとは？

総合相談支援事業介護予防ケアマネジメント事業

権利擁護事業 指定介護予防支援

包括的・継続的ケアマネジメント その他

※地域包括支援センターが業務時間外の場合

在宅介護支援センターおおあみ緑の里

０４７５－７３－５１４６（増穂・白里地区）

在宅介護支援センター杜の街

０４７５－７０－１６６６（大網・瑞穂・山辺地区）

在宅介護支援センターは 24 時間 365 日対応

http://n15ch1gws001/scripts/dneo/zwmljs.exe?_=1550532958986

